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１ 学校と家庭・地域との関係について

（１）学校と家庭

学校評価

○概要・趣旨
学校評価は、学校が、教育機能をどの程度果たしているのかを、客観的に評価し、

その結果に基づき、学校における教育活動の充実・向上を目指すものである。
学校評価には、学校内部における自己評価と、保護者や地域社会等が行う外部評価

がある。

○評価項目
学校運営（予算・決算を含む）・学習指導・生活指導・進路指導 等

○関係法令
学校評価に関する学校教育法 第43条 学校教育法施行規則 第67条

事例（都立足立東高等学校）
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１（１）学校と家庭

事例（品川区立浜川小学校）
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ＰＴＡ

○導入趣旨
家庭と学校と社会とが、子どもたちの正しく健やかな成長を育ため、その教育の責

任を分けあい、子どもたちの幸せのために協力し努力していくことが重要であること
から、「父母と先生の会」（PTA）の設置が推奨された。活動内容は、学校によって異
なるが、バザー、廃品回収、書き損じはがき回収等を実施。

○都内のPTA団体
①東京都公立幼稚園・こども園PTA連絡協議会
②一般社団法人東京都PTA協議会 （R4年度をもって日Pを退会） 等

１（１）学校と家庭

令和5年度各都P連組織率
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１（１）学校と家庭

PTA活動事例 令和６年度 優良PTA文部科学大臣賞表彰優良事例集（文部科学省）抜粋
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（２）学校と地域

１ 学校と家庭・地域との関係について

学校運営協議会（コミュニティスクール）

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）HP（文部科学省）抜粋
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１（２）学校と地域

東京都教育委員会 地域学校協働本部の概要抜粋

地域学校協働本部

令和６年度
都内38市区町村約76％

小学校972校
中学校462校
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１（２）学校と地域

学校運営協議会（コミュニティスクール）・地域学校協働本部

東京都教育委員会 地域学校協働本部の概要 抜粋

コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の取組によって、学校と地域や保護者
の相互理解は深まったと思う学校は8 割を超える
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１（２）学校と地域

学校運営協議会（コミュニティスクール） 都立学校活動事例

都立杉並高等学校－地域に愛される学校を目指して－

東京都教育委員会HP
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１（２）学校と地域

学校運営協議会（コミュニティスクール） 都立学校活動事例

東京都教育委員会HP

都立東村山西高等学校－近隣の小学校との交流と公園での奉仕活動－
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町会・自治会

１（２）学校と地域

○都内町会・自治会の現状（町会・自治会調査）

町会・自治会活動に関する調査（概要）令和６年４月 東京都生活文化スポーツ局 抜粋12



（１）学校・教職員

ア 多様な教職員

２ 学校・教職員、家庭・地域の現状

都内公立学校 年齢別教員数

東京都教育委員会「令和５年度 公立学校統計調査報告書」を基に作成若手や経験の浅い教員の割合が高い
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教員総数 小学校 中学校

高等学校 特別支援学校

（人）

（歳）

東京都教育ビジョン（第５次） 抜粋
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２（１）ア 多様な教職員

令和７年４月１日時点正規教員データに基づき作成

年代
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0%
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２（１）ア 多様な教職員

令和７年４月１日時点正規教員データに基づき作成

職層

3%
4%

9%

37%

47%

小学校 n=33,210
校長

副校長

主幹・指導

教諭

主任教諭

教諭

3% 4%

12%

33%

48%

中学校 n=14,650
校長

副校長

主幹・指導

教諭

主任教諭

教諭

1%

3%

10%

42%

40%

4%

高等学校 n=8,746 校長

副校長

主幹・指導

教諭

主任教諭

教諭

実習助手
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1% 2%
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28%
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1%特別支援学校 n=3,705
校長

副校長

主幹・指導教諭

主任教諭

教諭

実習助手・寄宿

舎指導員



２（１）ア 多様な教職員

会計年度任用職員

○概要
「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」に基づき、東京都では令和

２年４月１日から、会計年度任用職員制度を導入
１週間当たり31時間以内、原則として１日７時間45分以内で一会計年度を超えない

範囲内で置かれる非常勤の職（ただし、法令等において特別職と明示されている職及
びこれに類すると認められる職等を除く。）

○学校現場の会計年度任用職員（例）
・部活動指導員
⇒部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する。

・スクールソーシャルワーカー（SSW）
⇒社会福祉士などの資格を持ち、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉の専門
的な知識・援助技術を用いて、子どもを取り巻く環境を改善するとともに、学校を
支援する専門職員

・スクールサポートスタッフ
⇒教員に依頼された資料作成や授業準備等、教員の負担軽減を図り、教員をサポー
トするスタッフ

・エデュケーション・アシスタント
⇒小学校の第1学年から第3学年までにおいて、学級担任を補佐し副担任相当の業務
を担うスタッフ
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（１）学校・教職員

イ 学校の運営体制

２ 学校・教職員、家庭・地域の現状

管理運営規程（標準規程）平成26年4月 抜粋

都立学校
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２（１）イ 学校の運営体制

職層概要

職層 職務内容

校長 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校
事務の管理に関すること。

副校長 校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理
する

指導教諭 児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に
対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助
言を行う

主幹教諭 校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並
びに児童・生徒の教育をつかさどる

主任教諭・教諭 児童・生徒の教育をつかさどる
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（１）学校・教職員

ウ 教育委員会等の学校支援体制

２ 学校・教職員、家庭・地域の現状
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教育委員会
（教育庁）

都立学校
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教育相談センター

教職員研修センター
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（公財）東京都教育支援機構
（TEPRO）



２（１）ウ 教育委員会等の学校支援体制

学校経営支援センター

◆学校経営支援センターの概要（平成18年４月1日開設）
○校長による自律的な経営支援のために、本庁業務であった、予算配付・教員人事・教育課

程・学校経営に関する権限をセンターに委ね、学校の身近な地域で各校の実態に応じた機動的
できめ細かい支援を実施

○学校事務室で行う庶務、契約及び施設管理等をセンターで集約し、学校の事務量を縮減
し効率化

西部支所（小平）

西部所（立川）

中部所（笹塚）

東部所（水道橋）

中部支所（池袋）

東部支所（押上）

〈学校経営支援センター〉 〈学校〉

実施業務・
権限の委
譲

〈本庁〉

企画力

【経営支援】
・教職員の人事異動、人事考課、危機管理、教育課程、服務等

【業務支援】
・教職員の旅費、手当、予算編成・執行、物品購入、施設修繕等

◆管理課の主な業務

○学校経営企画室の業務集約による集中処理

・旅費計算・支給（管理担当）

・通勤手当などの各種手当の計算・認定（管理担当）

・予算編成・執行に係る支援（経理第一担当）

・設備保守点検（経理第一担当）

・物品購入等、契約業務の集約化（経理第二担当）

・施設修繕・改修工事（TEPRO委託）

◆経営支援室の主な業務

〇実態に応じたきめ細かな支援を実施

・教職員の人材情報の収集と育成の支援（支援）

・校長の人事構想支援と異動作業（支援）

・適正な人事考課への支援（支援）

・危機管理対応支援（支援）

・教育課程の編成・実施・適正化への支援（支援）

・臨時的任用教員・非常勤講師等の任用等（行政）

・教職員の服務（休職等）、疑義照会等（行政）
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（支援対象 ）都立



２（１）ウ 教育委員会等の学校支援体制

教育相談センター
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（支援対象 ）都立 区市町村立



２（１）ウ 教育委員会等の学校支援体制

教育相談センター
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（支援対象 ）都立 区市町村立



２（１）ウ 教育委員会等の学校支援体制
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教育相談センター （支援対象 ）都立 区市町村立



２（１）ウ 教育委員会等の学校支援体制

（公財）東京都教育支援機構

（１）名 称 公益財団法人 東京都教育支援機構（略称：TEPRO）
[Tokyo Education Promotion and Support Organization for Schools]

（２）目 的
・都内公立学校を多角的に支援し、「教職員の負担軽減」と
「教育の質の向上」を図り、東京の教育の振興に寄与
・都内における埋蔵文化財の保護を図り、東京の文化の振興に

    寄与

（３）事 業
① 学校教育の支援に関する事業
② 教職員に対する支援事業
③ 学校における事務及び施設の管理に関する事業
④ 埋蔵文化財の調査研究、保存、公開及び普及に関する事業
⑤ 東京都の埋蔵文化財に関する施設等の管理運営

ティープロ

（４）沿 革
令和元年７月１日 「（一財）東京学校支援機構」設立

令和４年４月１日 公益財団法人化

令和５年４月１日 （公財）東京都スポーツ文化事業団から

埋蔵文化財事業を移管

令和５年７月１日 名称を「東京都教育支援機構」に変更

１ 組織概要
２ 事業概要

① 学校教育の支援に関する事業
学校が必要とする人材を開拓・紹介

□ TEPRO Supporter Bank事業

② 教職員に関する支援事業
専門外の懸案事項の相談、高度な交渉等について、教員に代わり実施

□ 学校法律相談デスク事業
□ 国際交流コンシェルジュ事業
□ 産休・育業代替教員等確保支援事業

 □ 都立学校日本語指導支援事業
□ 都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業
□ 公立学校働き方改革推進事業

③ 学校における事務及び施設の管理に関する事業
学校事務の業務を集約・効率化し、教員サポートや学校経営への参画を促進

□ 都立学校施設維持管理業務事業
□ 公立学校屋内施設空調設置支援事業
□ 学校事務の集約化事業（就学支援金等申請受付事務）
□ 会計年度任用職員選考業務支援事業

④ 埋蔵文化財の調査研究、保存、公開及び普及に関する事業
□ 埋蔵文化財発掘調査事業

 □ 埋蔵文化財の広報普及事業

⑤ 東京都の埋蔵文化財に関する施設等の管理運営
□ 東京都立埋蔵文化財調査センター指定管理事業

２ 主な事業概要
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（支援対象 ）都立 区市町村立



２（１）ウ 教育委員会等の学校支援体制

TEPRO 学校法律相談デスク
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（支援対象 ）都立



（２）家庭・地域

２ 学校・教職員、家庭・地域の現状

○保護者の現状（全国）

保護者の現状（令和３年度全国学力・学習状況調査保護者に対する調査結果（速報））に基づき一部修正し作成
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14%

0% 2%

小学校 昨年授業参観に参加しましたか

いつもしていた

時々していた

あまりしていなかった

全くしていなかった

誤記入

無回答
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34.5

0.1
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中学校 昨年授業参観に参加しましたか
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誤記入
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いつもしていた
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全くしていなかった

誤記入

無回答
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7.9

29

0.4 2.9

中学校 昨年学校行事（運動会や音楽会）に参加しましたか

いつもしていた

時々していた

あまりしていなかっ

た
全くしていなかった

誤記入

ア 多様な保護者
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２（２）ア 多様な保護者

○保護者の現状（全国）
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0% 2%
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丸付け、課外活動の引率補助等）に参加しましたか

いつもしていた

時々していた

あまりしていなかっ

た
全くしていなかった

誤記入

無回答
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0% 3%

中学校 昨年、学級・学校ボランティア活動（読み聞かせ、

丸付け、課外活動の引率補助等）に参加しましたか

いつもしていた

時々していた

あまりしていなかっ

た
全くしていなかった

誤記入

無回答

保護者の現状（令和３年度全国学力・学習状況調査保護者に対する調査結果（速報））に基づき一部修正し作成27



２（２）ア 多様な保護者

○保護者の現状 小学校 父親（全国）
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２（２）ア 多様な保護者

○保護者の現状 小学校 母親（全国）
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２（２）ア 多様な保護者

○保護者の現状 中学校 父親（全国）
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２（２）ア 多様な保護者

○保護者の現状 中学校 母親（全国）
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２（２）ア 多様な保護者

○保護者の現状 小学校（全国）
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２（２）ア 多様な保護者

令和６年度 日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の学校種別在籍状況データに基づき作成

○日本語指導が必要な生徒（東京都）

3653

1510

754

69 0 50

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

小学校 中学校 高等学校 義務教育学校 中等教育学校 特別支援学校

令和６年度 日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の学校種別在籍状況
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令和６年度 日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の母語別在籍状況
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（２）家庭・地域

２ 学校・教職員、家庭・地域の現状

イ 地域社会の現状

○地域との関り（都民調査）

町会・自治会活動に関する調査（概要）令和６年４月 東京都生活文化スポーツ局 抜粋
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（１）東京都が目指す教育

３ 学校を取り巻く主な課題

東京都教育施策大綱（令和７年３月） 抜粋

35



３（１）東京都が目指す教育

「東京の目指す教育」の実現に向けて、下記３つの「学び」を社会全体で日々実践

子供の意欲を引き出す「学び」 ＩＣＴの活用による「学び」社会全体の力を生かした「学び」

〇 学校や教員の力だけで、子供

たちの教育をすべて担うという

考えではなく、地域や社会の人

的・物的資源を積極的に活用

〇 子供一人ひとりのおかれた

様々な状況に応じて、学校、

家庭、地域、区市町村、関係

機関等が互いに連携し、社会

全体で子供の成長を支援

〇 ＩＣＴを活用して何をどのよ

うに学ぶのかという観点から、

一人ひとりに最適な学びと協働

的な学びのベストミックスを図

り、教え方や学び方を改革

〇 学習データ等の活用により、

エビデンスベースの最適化され

た学びを提供

〇 子供一人ひとりが、何のため

に学ぶのか、学んだことがどう

役立つのかを実感、理解

〇 子供一人ひとりの学習の進度

や興味・関心の度合い、発達の

段階等に応じた学びを追求

〇 子供一人ひとりの状況を適切

に把握し、個に応じた教育を不

断に改善

東京都教育ビジョン（第５次）（令和６年３月）抜粋
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３ 学校を取り巻く主な課題

不登校・中途退学

施策の方向性Ⅰ 特別支援学校における特別支援教育の充実

施策の方向性Ⅲ 変化・進展する社会に対応した特別支援教育の推進

教職員・保護者向け冊子「不登校の子供たちへの支援のポイント」について 抜粋

（２）主な教育課題への学校の対応
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３（２）主な教育課題への学校の対応

特別支援教育

施策の方向性Ⅰ 特別支援学校における特別支援教育の充実

施策の方向性Ⅲ 変化・進展する社会に対応した特別支援教育の推進

東京都特別支援教育推進計画（第二期）第三次計画【概要】抜粋 38



３（２）主な教育課題への学校の対応

いじめ 東京都教育委員会いじめ総合対策【第2次・一部改定】（上巻）[学校の取組編] 抜粋

東京都教育委員会と区市町村教育委員会との緊密な連携の下、東京都内全て
の公立学校において、校長をはじめとした教職員と保護者、地域住民、関係機
関等が一体となり、組織的にいじめ防止等のための取組を推進
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（３）教員の長時間勤務の現状と働き方改革

３ 学校を取り巻く主な課題

教員の現状

東京都教育ビジョン（第５次）（令和６年３月）・都立学校教員勤務実態調査の集計結果について 抜粋

時間外勤務が、月45時間（国・都の基準）を超える教員の割合

文部科学省「公立学校教職員の人事行政状況調査」から都内公立学校分を抜粋

589 633 632 701
824

781 818 824
888
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0.91% 0.97% 0.96%
1.05%

1.24%
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病気休職者数（全体）

病気休職者数（メンタルヘルス不調）

メンタルヘルス不調による病気休職者数の割合が増加

病気休職、メンタルヘルス不調等の状況

（人）

病気休職者
（メンタルヘルス不調）
の対教員数の割合

カードシステム等で把握した10月の在校等時間の比較 ※校外における時間外勤務を含む（一部の地区除く）

48.2%
56.3%

33.5%

24.7%

38.2%

49.9%

35.6%

25.5%

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

令和元年10月

令和５年10月 81.8%
77.1%

64.3%

87.9%

70.5%
70.6%

58.1%

78.6%

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

副 校 長教諭等（主幹教諭、指導教諭、主任教諭を含む）

時間外勤務状況は改善傾向にあるものの、依然、長時間勤務の教員が多い状況
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３（３）教員の長時間勤務の現状と働き方改革

教員の働き方改革

学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム（令和６年３月）抜粋

教育の質の維持・向上

長時間勤務の改善

教職への誇り・やりがいの確保

子供たちと向き合う時間等の確保

Ⅰ 学校・教員が担うべき

業務の精査

Ⅴ 意識改革・風土改革

Ⅳ 働く環境の改善
Ⅲ 負担軽減・

業務の効率化

Ⅱ 役割分担の見直しと

外部人材の活用

授業等

の準備

授業

児童・生徒指導

学校行事

部活動等

校務

研修

保護者・

地域対応等

各学校
（管理職・各教員）

都教育委員会 区市町村教育委員会

各々が連携して主体的に改革を推進

ライフ・ワーク・バランスの推進

教員の心身の健康の保持

・処遇の改善の検討
・教員が働きやすい職場づくり
・教員の成長を支える仕組みづくり

・教職員の意識改革
・各学校等の自律的な取組の促進
・保護者・地域等との認識の共有

・外部人材の配置拡充
・部活動改革の推進
・TEPRO・民間事業者等との連携

・人員体制の強化
・指導業務の改善
・事務の見直し・縮減、校務の改善
・DXの推進

次代を担う子供たちの豊かな学びと健やかな成長を実現

他者と
連携・協働

仕事を楽に 職場の魅力
をアップ

マインドセット
を変革
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３（３）教員の長時間勤務の現状と働き方改革

学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム（令和６年３月）抜粋

これまで（H29年度～） 現状（R5年度） 目指す姿

役

割

分

担

の

見

直

し

と

外

部

人

材

の

活

用

【外部人材の活用（H30実績）】
・副校長補佐（H29～）：117校
・ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ（H30～）：433人
・部活動指導員（H30～）：596人

【外部人材の活用（R5予算規模）】
・副校長補佐：1,028校
・ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ：1,971人
・部活動指導員：1,412人
・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ｱｼｽﾀﾝﾄ（R4～）：100校
・社会の力活用事業（R3～）：950学級

【部活動改革】
・「部活動に関する総合的なｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」の
策定（R元.7）
適切な休養日や活動時間を設定

【学校業務改革推進支援】
・委託調査(R6)実施に向けた調整

【TEPROの設置（R元.7）】
・人材バンク(R2実績)
個人登録数：4,323人
団体登録数：72団体
活動者数：634人
・法律相談デスク(R2実績)相談件数：88件

【TEPROによる学校支援（R4実績）】
・人材バンク
個人登録数：7,064人
団体登録数：157団体
活動者数：1,270人
・法律相談デスク 相談件数：151件

負
担
軽
減
・

業
務
の
効
率

化

【小学校教科担任制の推進(R5実施規模)】
・推進校の指定（R3～）：20校

【校務負担軽減のための時数軽減】
・時数軽減の規模を拡大

【校務負担軽減のための時数軽減】
・従来の教務主任等に加え、負担の大きい
 校務を担う教員の時数軽減（R元～）

【部活動改革】
・都立高校におけるﾊﾟｲﾛｯﾄ校

：運動部6校12部、文化部1校1部
・都立中学校等における段階的な地域移行

：10校10部
・各区市町村における取組支援

○保護者、地域等の理解も得て
学校・教員が担う業務を適正化

精業
査務
のの

○外部人材との連携・協働により
教員の負担を軽減するとともに
子供と向き合う時間を確保

○社会の力も生かして教科指導を
一層充実

○部活動の地域連携
・地域移行を実現

○教員の負担を軽減するとともに
地域の人材の専門性を生かして
部活動指導を一層充実

○TEPRO・民間等との連携により
多角的に学校経営を支援

○高学年への教員を配置し、学級担任
制から教科担任制の仕組みへ転換

○教員の負担を軽減するとともに
教員や時間講師等の専門性を
生かして教科指導を一層充実

方
針
等

H30.2「学校における働き方改革推進プラン」
R2「都立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」

R5.11「健康的な職場環境を実現するための宣言」
R6.3 「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」
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３（３）教員の長時間勤務の現状と働き方改革

（注）青字は既に成果指標（目標値）を達成済みのもの、緑字は改善しているもの

これまで（H29年度～） 現状（R5年度） 目指す姿

負

担

軽

減

・

業

務

の

効

率

化

【調査等の見直し・縮減】
・調査の見直し・縮減の視点を再整理

【保護者対応】
・電話相談件数（R4実績）：927件
・「学校問題解決のための手引き」の改訂（R4.3）

【保護者対応】
・学校問題解決サポートセンター
（都教育相談ｾﾝﾀｰ）による支援
電話相談件数（H29実績）：654件

○子供と向き合うための時間を確保
するなど、教員が教員としての職務
に注力できる環境を確保

【調査等の見直し・縮減】
・教育庁調査ルールを策定（H31.3）

【DXの推進】
・都立学校に以下のシステムを導入
統合型校務支援ｼｽﾃﾑ（R4.4～）
定期考査採点・分析ｼｽﾃﾑ（R4.２～）
庶務事務ｼｽﾃﾑ（R4.9～）

【DXの推進】
・区市町村における以下のシステム導入を
支援（H30～R2）
統合型校務支援ｼｽﾃﾑ、学校徴収金ｼｽﾃﾑ
出退勤管理ｼｽﾃﾑ

働

く

環

境

の

改

善

○TOKYOｽﾏｰﾄ･ｽｸｰﾙ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを
推進し 「学び方」、「教え方」、

    「働き方」を一体的に改革

【相談しやすい職場づくり】
・アウトリーチ型相談事業（R4～）
・「先生たちのほっとLINE」開設（R5.12～）

○身近な相談体制を一層充実して
安心して働ける職場づくりを実現

意

識

改

革

風

土

改

革

【教員の意識改革】
・都立学校で学校閉庁日を設定（H30～）

・出退勤管理ｼｽﾃﾑ導入による在校等時間
 の客観的把握

○テレワークや時差勤務など、
多様な働き方が浸透

○タイムマネジメント意識が浸透

主

な

成

果

指

標

＜時間外在校等時間月45時間超＞
小48%/中56%/高34%/特25%（R元） 小38%/中50%/高36%/特26%（R5） 全校種0%

＜ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ（仕事のｺﾝﾄﾛｰﾙ）＞

＜ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ（職場の支援）＞

＜仕事と仕事以外のバランス＞

＜年休取得日数＞

＜仕事の満足度＞

【教員の意識改革】
・学校閉庁日の設定状況
（5日以上設定する学校の割合（R4））
都立学校：97.2％
区市町村立学校：54.1％

105（R4）

100（R4）

(33.2％ 参考値)（R4) 

16.4日（R4）

(58.4％ 参考値)（R4)

100以下

100以下

80％以上

20日

80％以上

105（R元）

100（R元）

未調査

15.4日（R元）

未調査

【教員のメンタルヘルスサポート】
・啓発冊子配布・講師派遣
・メンタルヘルス相談事業
（対面、電話、メール、訪問相談等）

・職場復帰支援事業
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（１）家庭・地域からの主な意見・要望・相談

４ 学校を取り巻く課題の中で生じる学校と家庭・地域の関係

○都教育相談センター相談総数（延べ回数）（令和２年度～令和４年度）

44
都教育相談センター相談実績（令和２年度～令和４年度）に基づき作成

20,967 

5,898 

268 
800 

23,229 

6,675 

280 
960 

26,167 

6,506 

275 
965 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

電話相談 来所相談 メール 学校問題解決サポートセンター

東京都教育相談センター相談総数

令和２年度 令和３年度 令和４年度



４（１）家庭・地域からの主な意見・要望・相談

○令和５年度 都教育相談センターに寄せられる相談概要（相談総数（延べ回数））

都教育相談センター相談実績（令和５年度）に基づき作成
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17%

8%

8%

8%

59%

電話相談 n=21,194※
家族関係

不登校

友人関係

学校・教師

への苦情

その他

47%

11%

10%

8%

4%

4%

16%

来所相談 n=406※ 不登校

情緒不安定

発達障害（疑いを

含む）
家族関係

学習に関すること

性格の問題

その他

25%

9%

7%

6%
5%

48%

メール相談 n=327
学校・教師への苦情

いじめ

不登校

学校・教師との関係

子どもの問題以外の

相談
その他

40%

12%3%3%

1%

1%

40%

学校問題解決サポートセンター n=1,238 教職員言動

管理職言動

生活指導

教育委員会言動

部活動指導

学習指導

その他

※ 電話相談・来所相談の内、高校相談を除く総数



（２）主な教育課題の現状

４ 学校を取り巻く課題の中で生じる学校と家庭・地域の関係

46

不登校の状況にある児童・生徒数

東京都教育委員会「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を基に作成

2,015 1,912 2,366 
2,… 2,731 2,944 3,226

4,318

5,217
6,317 

7,939 

10,695 

6,80
1 6,469 7,164 

7,514 
7,887 8,442

8,762

9,870
10,851

11,371 

13,597 

16,217 

8,816 8,381
9,530

10,079
10,618

11,386
11,988

14,188

16,068

17,688

21,536

26,912

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

小学校

中学校

合計

小・中学校の不登校児童・生徒数は、過去最多

（東京都教育ビジョン（第５次）（令和６年３月）抜粋

都立高校の中途退学者数・中途退学率

中途退学者数、退学率は、増加傾向

2,286 
2,165 

1,505 1,462 

1,781 

1.6% 1.6%

1.1% 1.1%

1.4%

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

中途退学者数

退学率

（人）

（全日制・定時制）

（人）

東京都教育委員会「令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を基に作成



（東京都教育ビジョン（第５次）（令和６年３月）抜粋

外国人児童・生徒が増加傾向

東京都教育委員会「公立学校統計調査報告書【学校調査編】」を基に作成

（人）

16,474 
17,952 18,830 19,259 

21,037 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

外国人児童・生徒  数
※日本国籍を持たない者

※
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東京都教育委員会「公立学校統計調査報告書」

11,879 12,127 12,372 12,528 12,732 12,797 12,861 13,045 13,488 13,978 

8,968 9,344 9,719 10,038 10,522 11,092 11,852 12,593 13,418 14,239 

10,792 
12,096 

14,808 
18,716 

23,208 
26,376 

29,825 
32,589 

35,079 
35,171 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

特別支援教育を受ける児童・生徒数

特別支援学校幼児・児童・生徒数

特別支援学級児童・生徒数

通級児童・生徒数

（人）

４（２）主な教育課題の現状



（東京都教育ビジョン（第５次）（令和６年３月）抜粋

いじめの認知件数と解消しているものの割合

いじめの認知件数は増加傾向、解消しているものの割合は減少傾向

東京都教育委員会「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を基に作成

9,658 8,397 6,311 18,156 
31,049 

51,912 
64,579 

42,538 

59,835 66,314 

88% 88% 87%
93%

87% 83% 84%
77%

81% 77%

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

認知件数

解消しているものの割合

いじめられた児童・生徒の相談状況

いじめられた児童・生徒のうち、誰にも相談していない子供が1,668人存在

1,668

1,509

3,318 

59,035 

誰にも相談していない

スクールカウンセラー…

学級担任以外の教職員…

学級担任

東京都教育委員会「令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を基に作成
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４（２）主な教育課題の現状



４ 学校を取り巻く課題の中で生じる学校と家庭・地域の関係

49

学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに向けた取組に係るアンケート調査概要

１ 目的
学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに向けた資料とするため

２ 対象
都内公立学校の全教職員 約８万人
・小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校
・校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭、事務職員、
会計年度任用職員等

３ 調査期間
令和７年４月４日～４月30日

４ 調査方法
Microsoft Formsによる回答

（アンケートフォームを、都立学校の教職員には学校経由でメール送信、
区市町村立学校の教職員には区市町村教育委員会から送付）

５ 回答状況（速報値）
11,044人

（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）



４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）

教職員アンケート調査に基づき作成 50



教職員アンケート調査に基づき作成 51

４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）



教職員アンケート調査に基づき作成 52

４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）



教職員アンケート調査に基づき作成 53

４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）



教職員アンケート調査に基づき作成 54

４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）
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４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）



教職員アンケート調査に基づき作成 56

４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）



教職員アンケート調査に基づき作成 57

４（３）教職員へのアンケート調査（R7.4）結果の概要（速報値 N=11,044）



６ 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例等の概要（参考）東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の概要

第３条 基本理念 • カスタマー・ハラスメントは、就業者の人格又は尊厳を侵害する等就業環境を害
し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであるとの認識の下、社会全体でそ
の防止が図られなければならない。

• 顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することを旨とする。

➢ 顧客等の豊かな消費生活、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定した事業活動を促進
し、もって公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的

第４条 カスハラの禁止 • 何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。

第５条 適用上の注意 • 顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第６～９条 各主体の責務
• 東京都 ： 情報提供、啓発・教育、相談・助言等の必要な施策を行う。

• 顧客等 ： 就業者への言動に必要な注意を払う。

• 就業者 ： カスタマー・ハラスメント防止に資する行動を取る。

• 事業者 ： 就業者の安全を確保し、行為を行った顧客等に対し、中止の申入れ。

就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないよう

必要な措置を講ずる。

第10条 区市町村との連携 • 防止施策の実施に当たっては、特別区及び市町村との連携を図るよう努める。

第11条 指針の作成 • 東京都 ： カスタマー・ハラスメント防止に関する指針を定める。

第13条 施策の推進 • 東京都 ： 情報提供、啓発・教育、相談・助言等の施策を推進する。

第14条 事業者による措置 • 事業者 ： カスタマー・ハラスメント防止に関する指針に基づき、

必要な体制整備や防止のための手引の作成等を講ずるよう努める。

• 就業者 ： 防止のための手引を遵守するよう努める。
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６ 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例等の概要

働く人と顧客等とが対等の立場に立ち、相手の立場を相互に尊重し合う

就業者 顧客等

誰もが、被害者にも加害者にもなり得る

事業活動・社会活動 消費・市民生活

働く人の安全及び健康の確保

豊かな消費生活 安定した事業活動

公正かつ持続可能な社会

目指す社会の姿
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６ 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例等の概要防止ルールの体系

➢ 「条例」は、カスタマー・ハラスメント防止の基本理念や用語の定義、各主体の責務や役割を
規定

➢ 「ガイドライン（指針）」は、条例の考え方や運用のあり方を規定

➢ 「各団体共通マニュアル」は、業界団体が定めるマニュアルの共通事項や策定上のポイントを
規定
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